
スポーツクライミング競技規則 令和7年（2025年）12月11日 一部改定 新旧対照表 

新 旧 改定理由等 

第8章 ボルダー 

（テクニカル・インシデント認定後の対応） 

第96条 テクニカル・インシデントまたは第95条第

1項に該当する抗議が認められた場合、次の

各号のいずれかに従って対応するものとす

る。 

・・・省略・・・ 

２ テクニカル・インシデントの影響を受けた選手

または抗議の対象の選手がアテンプトを再開する

場合、当該問題が発生したアテンプトの開始時点

における最大競技時間の残り時間を最⾧とした、

当該選手が失ったもしくは使用していない時間が

与えられる。 

・・・省略・・・ 

 

第8章 ボルダー 

（テクニカル・インシデント認定後の対応） 

第96条 テクニカル・インシデントまたは第95条第

1項に該当する抗議が認められた場合、次の

各号のいずれかに従って対応するものとす

る。 

・・・省略・・・ 

２ テクニカル・インシデントの影響を受けた選手

または抗議の対象の選手がアテンプトを再開する

場合、2分間を最少として、当該問題の発生時の

残り時間が与えられる。 

・・・省略・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際競技規則の変更に準ずる改定】 

一律に「最小2分」を保障すると不当に有利になる

場合があることから、最小時間を廃止し、インシデ

ントや抗議の内容によって判断することとなった。 

第10章 チーム・ボルダー 

（テクニカル・インシデント認定後の対応） 

第184条 テクニカル・インシデントまたは第183

条第1項に該当する抗議が認められた場

合、次の各号のいずれかに従って対応する

ものとする。 

・・・省略・・・ 

３ テクニカル・インシデントの影響を受けたチー

第10章 チーム・ボルダー 

（テクニカル・インシデント認定後の対応） 

第184条 テクニカル・インシデントまたは第183

条第1項に該当する抗議が認められた場

合、次の各号のいずれかに従って対応する

ものとする。 

・・・省略・・・ 

３ テクニカル・インシデントの影響を受けたチー

 



ムまたは抗議の対象のチームがアテンプトを再開

する場合、当該問題が発生したアテンプトの開始

時点における最大競技時間の残り時間を最⾧と

した、当該チームが失ったもしくは使用していな

い時間が与えられる。 

・・・省略・・・ 

 

ムまたは抗議の対象のチームがアテンプトを再開

する場合、2分間を最少として、当該問題の発生

時の残り時間が与えられる。 

・・・省略・・・ 

 

付則 

本規則は、令和3年（2021年）1月21日から施行す

る。 

令和3年（2021年）3月11日 一部改定 

国民体育大会リード競技規定（平成20年4月1日施

行）および国民体育大会ボルダリング競技規定（平

成20年4月1日施行）を廃止し、本規則第119条から

第184条までを施行する。 

令和3年（2021年）4月8日 一部改定 

令和3年（2021年）5月13日 一部改定 

令和3年（2021年）6月3日 一部改定 

令和3年（2021年）10月15日 一部改定 

令和4年（2022年）3月10日 一部改定 

令和4年（2022年）4月14日 一部改定 

令和4年（2022年）5月12日 一部改定 

令和5年（2023年）3月1日 一部改定 

令和6年（2024年）4月11日 一部改定 

令和6年（2024年）12月12日 一部改定 

令和7年（2025年）1月9日 一部改定 

令和7年（2025年）3月13日 一部改定 

付則 

本規則は、令和3年（2021年）1月21日から施行す

る。 

令和3年（2021年）3月11日 一部改定 

国民体育大会リード競技規定（平成20年4月1日施

行）および国民体育大会ボルダリング競技規定（平

成20年4月1日施行）を廃止し、本規則第119条から

第184条までを施行する。 

令和3年（2021年）4月8日 一部改定 

令和3年（2021年）5月13日 一部改定 

令和3年（2021年）6月3日 一部改定 

令和3年（2021年）10月15日 一部改定 

令和4年（2022年）3月10日 一部改定 

令和4年（2022年）4月14日 一部改定 

令和4年（2022年）5月12日 一部改定 

令和5年（2023年）3月1日 一部改定 

令和6年（2024年）4月11日 一部改定 

令和6年（2024年）12月12日 一部改定 

令和7年（2025年）1月9日 一部改定 

令和7年（2025年）3月13日 一部改定 

 



令和7年（2025年）5月8日 一部改定 

令和7年（2025年）7月10日 一部改定 

令和7年（2025年）12月11日 一部改定 

令和7年（2025年）5月8日 一部改定 

令和7年（2025年）7月10日 一部改定 

 

 


